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Abstract

Researchintothemodernizationprocessofthebrewingindustryisnecessaryfortheanalysisofthelocal

developmentofthebeforeWorldWarII,theJapanesebrewingindustry.Theanalysisofthemodernizationofthe

managementformisanespeciallyimportantsubject.

AsakeindustryasaJapanesetraditionalbrewingindustryhastwocharacteristicsofthetraditionalindustry

andthemodernindustry.Ithasmodernstructureandpremodernstructureatthesametime.Therefore,theanaly-

siswhichmadethefigureofthechangeintheformofenterpriseofthesakeindustryanindexisindispensable.

Then,thestructureofthesakeproductionareaandlocalcharacteristicsaremadeclear.Thepurposeofthispaper

theexistenceofthelocaldifferencefromthecaseofAizuarea.Aresultisasthefollowing.Theestablishmentof

theincorporatedcompanyisn'tnecessarilymodern,And,themodernizationoftheenterprisedoesn'tassureafree

corporateactivity.AmodernsakeindustrypiledupintheendofShowa,andbecameequaltotheshochuindus-

try.Thatcauseisthedelayofthemodernization.Inotherwords,thesystemofthepostwartaxdidn'tmakeapro-

ductiveactivityfreecondition.Thisisbigindication.Itisbecausethisstructurewaslongandconservativebusi-

nessstrategyandmarketstrategyweremadetogoon.And,shochuindustrygrewintheageoftheblank.

However,asfortheseconditions,sakeindustrybecamethestartoftheinternationalization.

TheaboveresultistheeaseofAizuarea.Thisresultshowsanimportantpointofview'toanalyzethestruc-

toreoftheJapanesesakeindustryareaandthatchange.Inotherwords,theformationprocessofthepresentplace

ofproductionstructureandacontinuanceformarehistoricalnecessaryconditions.Then,asforthestructurein

sidetheplaceofproduction,theroleoftheleadingenterpriseisimportant.Abrewingassociationisworkingasa

group.Moreover,acomparativelyfreeproductiveactivityispossible,andafreecorporateactivityisparticularly

beingdoneintheareaoftheshochuindustryasfortheplaceofproduction,whichadiscordbetweentheenter-

priseclassesisrarein.However,thisstructureistheconditionsoflocationwhichassuretheexistenceoftheplace

ofproductiontraditionally.Thispapershowsthattheabovefactistheconditionwhichisnecessaryforthecon-

tinuationoftheplaceofproduction.

keywords:managementmoderizationbrewingindustryAizu-wakamatuproductionareaindustrialgeography
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1.は じ め に

1.問 題の所在

戦前期 における酒造業の地域的展開を考 える上

で,酒 造業の近代化過程の研究は重要である。 と

りわけ経営形態の近代化分析 は,生 産技術の革新

とともに,酒 造業 の質的転換の実態を解 明するた

めに必要である。我が国における酒造業の伝統部

門である清酒業は,在 来工業 として近代工業 と異

なる成長過程 を持 ってお り,近 世 に形成せ られた

性格の延長線上の諸構造 と,近 代 になって付加 さ

れて きた諸構造が異なっているか らである。そこ

で,清 酒業の企業行動を規定する鍵 となる企業形

態 と,そ の変化過程 に注 目し,企 業形態の異同が

企業行動 を如何 に規 定 しているのかを明 らか に

し,そ の地域的差異の状況 を示す ことは工業地理

学上の大 きな課題である。

この ような視点から,酒 造業経営の近代化過程

に言及 した研究 は多い とは言えない。従前の研究

では生産技術 の近代化の研究は進 んできたが,経

営形態の近代化 については等 閑視 されて きた。特

に地域的な差異 ・段階についてその詳細 は明 らか

になっていない。これまでの地理学的な研究の う

ち で近代 酒造 業 全体 にふ れた もの はYokota

(1975)が あるが,統 計的 な姿 を描 くに留 まって

いる。わが国の近代酒造業における個別の立地因

子 をテーマに した ものは松 田松男(1999)が 労

働因子 として杜氏集団の析 出過程,母 村 との関連

について触れている。また,原 料因子 としての醸

造用水 について青木隆治(1997)が 埼玉県 を事

例に酒造業経営 との立地上の関連について触 れて

いる。 また,近 代 的な産地構造の形成過程 につい

て,伏 見産地の動向を経営成長 と土地利用の関連

に注 目して明 らか にした松井久美枝(1980),秋

田県湯沢産地の成長要 因についてその出荷体制の

構 築に見 いだ した山中進(1978)の 優れた分析

がある。 このように個別には言及 されているもの

の,経 営形態 の近代化 を指標 に戦前期外地におけ

る邦人酒造業(八 久保2003)を 含 む全体的な成

長 と産地 ・産地間構造の形成 を展望 した ものはみ

られない。

近代酒造業の形成時期の設定について,藤 原隆

男(1983,1985,1988)は,生 産の 自由化(明

治4年),自 家用酒の生産 ・飲用の禁止(明 治32

年に完成),産 業化の進展期(明 治末～大正中期)

に分 けられることを示 した。ただ藤原 は,そ の全

国的な差異 につ いては直接的 には言及 していな

い。明治前期 における地域的な差異については山

田昭次(1961),長 倉(1961)等 が分析 している

ものの,戦 前期 まで を全体 として鳥鰍 し,そ の形

成の契機 ・時期 と地域的差異の関連 は示 されてい

なかった。

2.対 象地域の酒造業

これ まで筆者 は,近 代酒造業の全国的な形成過

程 に地域的な差異があったことを示 した(八 久保

1984)。 すなわち,各 契機 に対 して,新 規創業率

が地域的 に異なってお り,こ の点が酒造業 におけ

る諸構造の地域差の生成時期 に当たる可能性があ

ることを示 した。次 に,福 島県会津地方の酒造業

を事例 に,近 代酒造業の形成 ・発達全体を{府鰍す

る類型化について,生 産形態の変化 を指標 とする

案 を示 した(八 久保1988)。 生産形態を規定する

要因 として,歴 史な諸構造 と生産技術 に分け,お

のおのの組み合わせによって,酒 造資本の性格 を

通時的 に示そうとしたのである。 この ような作業

過程 を経 て,会 津若松 産地を事例に,地 方産地の

形成 と発展要因及びその限界 について明らかに し

た(八 久保1994)。 そ こでは近代酒造業における

地方産地が大市場獲得 のためには,流 通過程 との

結合関係が重要であ り,逆 にその結合関係がその

後の産地成長 を規制 した可能性 を明らかに したの

である。同時に,産 地内では,有 力な封建酒造業

出 自業者 と近代 になって成長 した業者の企業行動

が異 なってお り,産 地の内部構造変動が起 きつつ

あ り,そ の主導部分は後者の 「近代型」業者であ

ることを予察 した。

本稿 は以上 のようなこれ まで整理 して きた諸点

をもとに,酒 造業,と りわけ清酒業 の近代化過程

における地方産地である会津若松産地の企業成長

過程分析 における経営要因 としての資本形態の移

行過程 とその性格 を示すことで,在 来部門の近代

化過程 における,い わゆる経済合理的企業行動 と

産地 ・産地間構造の変化 を検討することを目的 と
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す る 。

II.酒 造業の近代化 と会津酒造業

1.昭 和初期における酒造業の展開

さて,大 正期か ら昭和初期 は清酒の新興産地 に

とって市場拡大の時期であった。筆者 はこの時期

の会津若松産地 を事例 に地方清酒産地の成長が生

産形態の変化,出 荷形態の変更,市 場結合の進展

によって達成 されたことを示 した。 また,広 域市

場の利益率が直売など局地市場 より低い ことを示

し,従 前の生産体制の下での生産が変更 されねば

ならず,こ の点で生産量 を拡大することで乗 り越

えようとする企業行動 を示 した。このような生産

環境の変化 に伴い,会 津若松産地では生産量拡大

に対 し,よ り資本力のある業者は第二蔵の建設で

対応 した。近代 になって清酒生産を専業 とし,明

治末か ら大正期 にかけて成長期 を迎えた「近代型」

酒造業者は,成 長戦略上の経営変革 として株式会

社の設立 など近代 的資本導入 を試みた。全国的に

みても,複 数蔵の建設は明治前 より灘 ・伊丹など

先進産地で始 まっていたが,地 方産地にでは明治

末 より本格化する。ただ,地 方産地の場合,第 二

蔵の建設や新会社 の設立など他 より資本導入を図

りその目的,す なわち生産設備 の投資を行った。

このように産地化の進展=生 産拡大 とい うインパ

ク トに対 し,そ の対応が産地間に異 なりが見 られ

るのである。 したが って,同 時期 における資本対

応形態の異同か ら清酒産地の構造を明 らかにす る

ことは重要である。

2.企 業化の進展 と産地格差

昭和初期 において株式会社 に移行 していた清酒

企業の分布 を見 ると(第1図),西 日本では既存

企業の再編形態が多いが,東 日本では新規 に企業

を興 した場合が少な くない。ただ,そ の創設にあ

たっては,秋 田県の秋田銘醸㈱の ように,既 存企

業が産地形成のため,東 京市場出荷の体制整備の

ために創業 したような場合 と,新 潟県 にい くつか

見 られるような僻地及び集落内での自家用酒的な

生産のために統合 させ られた場合 などその経緯が

異なっている場合があるので,こ の点は分 けて考

える必要がある。

図1昭 和初期の株式会社の分布(清 酒)

。Q。2。 。、m

資料)全 国工場通覧 よ り作成

また,複 数蔵の保有状況 については,一 杜氏集

団が一業者 もしくは一企業の生産を請 け負 う,一

企業一蔵生産体制が主流であった。生産量の拡大

のためには,一 企業(業 者)が 複数の杜氏集団 を

雇用する生産体制 に移行 しつつあった。このよう

な生産体制 は,灘 や伊丹など先行産地では封建時

代 より一般化 していたが,地 方産地では明治末に

至 りようや くその段階に至 ったのである。ただ地

方産地では,生 産拡大のための生産設備 の拡充は,

独 自に新規蔵 を建設で きる業者は極めて少 なかっ

た。会津若松産地の事例 によってこの間の酒造業

の展開を示す。

皿.会 津若松産地の成長 と企業化

1.酒 造業者の動静

会津若松産地 は,封 建期,領 域市場向けへ小 産

地 として成長 していたが,広 域市場への進出は少

な く,よ うや く明治の末期 に東京市場 を中心 とす

る遠 隔 市 場 へ の 出荷 が 増 え て い た(八 久 保

1994)。 したがって,広 域市場 出荷のための生産

能力の整備 は,広 域市場 との結合 に成功 した業者,
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第二蔵建設の資本的能力のある業者 に限 られてい

た。ただ,近 代 になって資本 を蓄積 した業者や,

地域外市場 を指向する 「近代型」酒造業者は,独

自資本 に限らない広範 な資本の出資 を企画 し,株

式形態での法人企業での出荷体制 を展望すること

となった。その代表的な企業 として会津酒造株式

会社が挙げられる。

2.酒 造業者の性格

第1表 は大正期 にお ける会津若松 産地 の主要

酒造業者の概要 を示 した ものである。注 目すべ き

ことは,現 存する代表 的な業者 として,新 城家,

河野家,松 本家,相 田家,山 口家,宮 森家 とい う

名家がすべてそろっていることである。

創業時期 をみる と,新 城猪之吉,河 野善九郎,

松本久吉(本 家),山 口儀平(本 家)は 江戸期で

あ り,若 松城下の商人である。相田,山 口,宮 森,

松本(忠 四郎),山 ロ(儀 十郎)家 は,明 治期以

降,城 下で他の商で財 をなした商人 と本家か ら分

かれた業者である。生産石数だけみれば明治前創

業の業者 と明治後創業の業者はその勢力が拮抗 し

ている。この時点では各家の生産は一蔵が一般的

で,第 二蔵は保有 されていない。一方,大 正期,

若松産地の製品は,地 域外市場へ拡大 しつつあ り,

東京市場 でも確 固たる地位 を占めつつあった。そ

のため,生 産量の増加は必然 となっていた。ただ,

河野家における生産拡大 は個別資本の拡大路線で

はなく地域内を中心 に幅広 く資本 を募集 し,若 松

産地を近代 的な企業行動の もとで革新的産地形成

を指向することになる。当時の善九郎 は,個 別資

表1大 正中期における会津若松産地の主要酒造業者の概要

酒造場名 業者名 所在地 創業年 従業者 醸造石数

本 の成長 よりむしろ産地全体 をリー ドする企業の

生成 と育成 を指向 したようである。

N.会 津酒造株式会社の生成 と限界

1.会 津酒造株式会社の株主構成 とその性格

会津酒造株式会社 の大 口株主 についてみると,

同社 の株主 は創 業当時103人 であ った。会津若

松市 を中心 に会津五郡の商人,地 主,役 人などで

あった。株式の移動 についてみる と,昭 和2年

頃,昭 和9年 頃,昭 和10年 代後半の3つ の時期

に資本移動の画期がみ られる。これ らの時期に河

野一族へ 同社の株式が集約化 されている。

この間の大ロ株主の変化を株式の移動状況でみ

る(表2)。 創業当初 の大 口株式保有者は,河 野

善九郎(河 野家当主)800株,葛 岡庄兵衛(若 松

の商業者)500株,篠 田栄(若 松の商業者)600

株 の順 であ る。 これ に河野 ヨシ(河 野家親族)

100株 を合計す ると河野家が全体 の29%を 占め

ている。他に若松 の商業者成田太助,吉 田常吉,

宮森太左衛 門,若 松以外 に大塚商事株式会社,高

表2大 口株主の変化

新城醸造場 新城猪之吉 大和町 安政元年40

河野酒造場 河野善九郎 材木町 寛 永1515

松本酒類製造場 松 本 久 吉 北小路 安 政516

相田醸造場 相田八四郎 大 町 明 治 元18

山口酒類製造場 山口儀十郎 北小路 明 治2917

宮森酒造場 宮 森 悦 造 中六日 大 正212

山口酒造場 山 口 儀 平 博労町 安 政518

松本醸造場 松本忠四郎 甲賀町 明 治 元8

1,798

1,793

1,605

1,403

1,265

1,037

986

:・

資料)全 国工場通覧,八 久保(1994),河 野家資料 に より作成)

株主名 株数 株式譲渡の推移 株主の概要

(所有株式魏 3,100

葛岡庄兵衛 500 2ユ1全 株善九郎へ譲渡 若松市在住

河野善九郎 800 解散まで保有 河野酒造当主

成田太助 250 17.10全 株善九郎へ譲渡 若松市材木町所在

大島要 200 5.4全 株河野ヨシへ譲渡 福島市杉松町所在

吉田常吉 200 8.7全 株河野ヨシへ譲渡 若松市桂林寺町在住

大塚商事 150 9,11篠 田,富 田経 由して 長野県小諸町所在
株式会社 全株河野ヨシへ譲渡

河野ヨシ 100 解散まで保有 河野酒造当主の母

宮森太左衛門 150 8.7全 株河野ヨシへ譲渡 若松市桂林寺町

所在:酒 造業者

高橋虎彦 150 3.11100株 が善 九郎へ 北会津郡門田村所在

4.115G株 が河野善助を

経 て19.11に 善 九郎

へ譲渡

篠 田栄一 600 9.11300株 が富田を経由 若松市栄町所在

して河野ヨシへ譲渡

9.11300株 が富田を経て

善九郎へ譲渡

資料)会 津酒造株式会社 「株主名簿」より作成
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橋虎吉などが名 を連ねている。 この構成は,昭 和

19(1944)年 の企業整備直前 には,株 主9人 に

整理 されてい く。その過程 をみれば,昭 和10年

代 に大島,吉 田,宮 森,大 塚商事,篠 田の持ち株

が河野善九郎,ヨ シの河野家 に譲渡 されている。

そ して,戦 時の企業整備政策が遂行 され る昭和

13(1938)年 以降,会 社 の整理が進 むこ とにな

り,つ いに同16(1941)年 生産設備,資 産等の

処分が始 ま り,同18(1943)年,会 津酒造組合

の企業整備計画の もと,会 津酒造株式会社の工場

は廃止が通達 され,翌 年 をもって廃業(解 散)に

至 る。

河 野家 に同社 の実権 が握 られる昭和10年 代

は,同 社 は実質的には河野家の第二蔵的役割 を担

わされるのである。この点の経緯 をみると,結 果

的に同社 は,河 野家の第二蔵 としての性格が より

強 く見いだせ るのである。

表3は,善 九郎が企画 した会津酒造株式会社

の略歴 をま とめた もので あ る。 同社 は大 正8

(1910)年 会津地方の商人 ・地主約100人 か ら資

本 を集め創業 された。河野家の資料 によると,同

社 は取締役社長 を河野善九郎,専 務取締役 として

分家筋の河野善助,取 締役 として清酒卸商の西沢

善太郎 によって創業 された とされてい る。当初,

表3会 津酒造業株式会社略歴

14.12

15.12

17.12

」.8.X1

18.12

19

会津地方の商人・地主等約100人 から出資により

会津若松市栄町拾壱番地において創業

第19回 定時株主総会(株 主総数19人 取締役社

長河野善九郎,専務取締役河野善助,取締役西

沢善太郎)

第20回 定時株主総会(株 主総数20人)

第21回 定時株主総会(株 主総数20人 監査役福

西惣兵衛新任)

第22回 定時株主総会(株 主総数19人 〉

利益処分として六分の株主配当(総額12,900円),

役員賞与(総 額1,300円)を 議決

第23回 定時株主総会(株 主総数17人)

会津酒造組合整備委員会より廃止工場通知

第24回 定時株主総会(株 主総数9人)

企業整備により廃業(解 散)

資料)河 野本家資料により作成

5000株 の発行で,3100株 を大 口の株主が所有す

る とい う構成であった。ただ,同13(1917)年

には株主総数は20人 程度 に激減 してお り,そ の

間株式の集中が進 んだことがわかる。結果的に昭

和16(1941)年 の会社役員 も河野家 を中心 とし

た役員構成 には変化が無 く,同 社が 「近代」的な

企 業 と呼べ る もので あった とはいいづ らい(表

4)。 このこ とは,同 時期 の会津地方の経済状況

が中小商人や地主 にとって,新 興企業の株式 を長

期 にわたって保有することの難 しさを暗示 してい

るのか もしれない。 また同時に,会 津地方で伝統

的産業の近代 的な企業成長 をみるには,そ の段階

に達 していたかどうかを判断するには近代的な資

本導入が必要十分 な条件 とは言い難いことも示 し

ていると思 われる。 この点,伝 統産業の近代化が

直線的でない理由の1つ となるであろう。

2.歴 史的性格 と限界

戦後への起点 となる企業整備状況について,会

津若松酒造組合企業整備委員名簿をみよう。ここ

で,企 業整備1)の 遂行 に他業者 はどのように関

わったかは重要である。

表5は,会 津 若松 酒造組合の企業整備委員 の

構成 であるが,新 城猪之吉理事長を中心 に,松 本

家,宮 森家,相 田家 などから委員が出ている。結

果 として,こ の戦時企業整備は,表6の ように,

全組合員の50%弱 の生産設備 を廃止工場 として

認定 し,操 業工場 も600石 以上 の操業基本石数

をもった業者が指定 されている。このうち,廃 止

部分の基本石数が大 きい宮森常八,新 城猪之吉は

表4昭 和16年 の役員

役職 ・氏名 本 職

取締役社長 河野善九郎 河野酒造当主

専務取締役 河野善助 河野家親族

取 締 役 西澤善太郎 清酒卸

監 査 役 江川文吉 福西口三郎 清酒卸

顧 問 岩崎光衛

相 談 役 谷半兵衛

株 主19人

株 式 総 数5000株

資料)会 津酒造株式会社 「株主総会議事録」より作成
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複数蔵を持つ業者で,河 野善九郎 は会社蔵が廃止

工場 になった うえに本家の基本石数 も減少するこ

とにより生産能力が退潮す ることになった。また,

操 業工場 として残 された企業 は,結 果的 に表1

に示 した,大 正期 までに有力な成長企業 となった

酒造業者であった。つま り,若 松産地では,産 地

の存続のために,企 業整備時に産地内で有力 な企

業 として存続 していた酒造業者(そ の多 くは江戸

期以来の伝統 的な封建酒造業出自の酒造業者)と

いえる。 したが って,戦 後それらの有力業者 の指

導による産地復興 も新規の革新企業の受容 という

ことにはな らず,ま た,復 活で きた酒造業者 も極

めて少数であった。

こ こで指 摘 で きる こ とは有 力 酒造 家が ほぼ

表5会 津若松酒造組合企業整備委員 表6操 業工場の概要
(石)

委 員 名

新城猪之吉 理事長

松本忠四郎

柏木信一郎

宮森常八

真船久平

宮森栄四郎

相田義松

資料)会 津酒造株式会社資料より作成

業 者 名
操業基本石数

(廃止部分の基本石数〉

宮森常八 2,205(2,203)

新城猪之吉 1,153(900)

松本善六 1,as7

河野善九郎 1,012(850)

山口儀平 718

柏木口口 703(100)

宮森栄四郎 964

相田八四郎 661(100)

松本忠四郎 635

資料)会 津酒造株式会社資料より作成

表7会 津酒造株式会社と河野本家の関係

会津酒造株式会社の設立

↓

近代的資本導入 して産地化を進める→秋田銘醸(株)等 他産地との産地間競争

↓(出 荷体制の整備)

会津若松市経済界の重鎮に出資を求める→封建的有力酒造業者は少ない

↓

葛岡,林,河 野家=三 家 とも有力商家→会津酒造株式会社の納税保障人

↓

大正中期の好景気時に創業(広 範な出資者)→ 会津五郡の商人,地 主,役 人等100人 余

↓

昭和期 に入 り株主の再編成が進展→①昭和初期の恐慌 による株主の没落,葛 岡 撤退

↓ ②篠田,富 田氏(ブ ローカー?)へ 集中一競買価格高騰

河野家主導体制の構藻 →①篠田,富 田からS9に 買い戻す

(第二蔵化)② 河野 ヨシ等一族体制

↓ ③実質上の第二蔵化

河野本家か らの援助増大→本家の経営圧迫:競 買株式の買い受け続 く

株式の80%以 上を保有(経 営の安定化のために買入)

↓

企業整備 にあたって河野家の家業 と見なされる→企業整備による会社整理前後に株式のほとん どを買入(S18,C19)

↓

本家分操業工場指定→生産継続

会社蔵廃止工場→設備 ・工場用地売却

資料)会 津酒造株式会社 「株主総会議事録」及び聞きとりにより作成
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50%以 下の生産規模 が認 め られ ている ことであ

る。河野家の場合,本 家蔵は従前に近いが,会 津

酒造株式会社 は廃止工場 に指定 されるこ とにな

り,こ の点で同社は河野家の第二蔵 とみなされて

いたことが傍証 できるのである。以上のような会

津若松産地での河野家 と会津酒造株式会社 との関

連は,表7の ように整理することがで きよう。

戦後,生 産制限期 において本家蔵で増産が可能

であった企業はシエ アを確保 し拡大がで きた。一

方,河 野家 は分家を復活 させることに腐心 しかつ

生産権 を集積 させなかったことがその後の生産の

拡大 には繋が らなかったのである。

筆者は,企 業整備時に家業 として酒造業 を継続

することを断念 した多 くの業者(そ の多 くは中小

の業者)は,戦 後 の家業復活 を希望 したものの,

原料米供給の逼迫性のために復活を認め られなか

ったこと,ま た,こ の時点で も,産 地内企業 の同

意を得 る手続 きが困難であったことを,産 地内の

多 くの廃業 酒造業者 か らの聞 き取 りで確認 で き

た2)。 このことは,若 松産地のみな らず全国の地

方産地で も同様 な指摘 を得 ることができた。まさ

に,こ の点は,戦 後の酒造業復興の大 きな問題点

であった。このことは戦後の生産自由化期 におい

ても新規参入が ほとん どみられない歴史的経 験と

して指摘で きることであ り,わ が国の伝統的酒造

部門の もつ現代的企業成長 を阻む地域条件 といえ

よう3)。

結果的に,大 正後期以降の若松産地 における生

産環境変化へ の企業対応 を類型化 す ると,図2

の ようにまとめることができよう。

大 きくは,大 正 ・昭和前期 までに自前の資金で

複数蔵 を保有 し,生 産能力 を高めた封建酒造業出

自の酒造業者 と近代的な資本導入や本家筋からの

資金援助などにより,戦 前期活発 な生産活動 を行

った酒造業者に分 けられる。前者 は戦時統制期 を

乗 り越 え戦後生産 自由化期 までに産地内でその地

位 を確保することができた。一方後者は,分 家は

廃止の対象 とな り,「近代 的」な企業 も出資者の

本家の継続のために廃止工場 とな り会社そのもの

が解散 されることになったのである。

そ して多 くの中小酒造業者 は,生 産拡大期 には

桶買いで販売量 を賄 い,独 自の生産施設の拡大 ま

図2会 津若松産地における生産環境変化への対応類型

封
建

・
有
力

大正 ・昭和初期

(一企業一蔵体制)

本家

國

(複数蔵体制)

河
野
家

本家

蔵増築

桶買い

團

昭和10年 代

(戦時統制期)

新会社設立(会 津酒造(株))

(新会社を第2蔵 化)

分家(河 野善助)

(設備等購入資金提供)

桶買い

増築石数分廃止

(増築分の新設備は残る)

本家分操業

そ
の
他

本家 桶売買

新会社石数分廃止

(会社解散設備・土地売却)

本家分操業

(会社蔵は第2蔵扱いとされる)

分家分廃止

(廃止工場指定)

廃止・保有工場指定

生産権売却

戦後(昭 和44年 頃まで)

(戦後生産制限期)

本家増産

(生産権購入)

↓

シェア確保・拡大

本家蔵生産継続

(生産権未購入)

↓

生産・シェア停滞

分家復活

(別法人化)

復活・生産継続

復活・生産権売却

未復活

資料)主 に聞 き とりに より作 成
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では至 らなかった。戦時統制期 には家業継続が困

難 とな り,廃 業 を余儀 な くされた。戦後の復活 も

少な く,そ の歴史的役割が示 されていない状況で

ある。

V.結 語

以上,課 題 に沿って要約すると以下の とお りで

ある。

第一に,清 酒の地方産地 における近代的資本導

入過程 は,近 代的資本成長過程 と考えるより,日

本 的家業存続形態の一つ と考 えられる。すなわち,

法人組織が個人企業 と未分化であ り,個 人の家業

存続が優i先されたこと。近代的企業の存続 より家

業存続が優先 されたのである。

第二に,産 地内の同業者存続の要因として,同

業者 との協調 な くしては存続が不安定であった。

結果 として,河 野家の近代的資本導入による第

二蔵建設は,新 会社の設立 によって成就する。 し

か し,そ の維持 には本家か ら多 くの人的,資 金的

な援助が必要になった。結果的にその存続維持 の

ためには同族 的な株式の保有 に変化 してゆき,当

初,幅 広 く保有 された株式 も,河 野家の意図とは

別 に河野家に集中せざるを得 なくなった。そのこ

とが,新 会社 を河野の第二蔵的存在 とし,企 業整

備時 に河野家保有分 として本家蔵 を操業工場 とす

る代 わ りに,新 会社が整備工場になってい く遠 因

となった といえよう。

この ように,経 営要因 と しての近代 的資本導

入=株 式会社設立 は,必 ず しも近代 的な企業行動

を保証するものではなかったといえる。現代の清

酒業が昭和の末期 に停滞 し,焼 酎の消費量が清酒

と匹敵するようになった遠因がまさにこの点 に収

敏 されるのである(入 久保2004)。 すなわち,戦

後の生産統制期 における行政 と企業の再構築 した

徴税 システムに規定された窮屈 な生産活動が,長

ら く保守的 な経営戦略 と市場戦略 を継続 させ た

が,間 隙を縫 った焼酎企業の自由なる市場戦略が

生産 ・消費の両局面で均衡する といった現在の酒

類消費構造を生成 させたといえるのである。ただ

このシ ョックは,清 酒企業にようや く海外市場 を

含め,構 造再編の歩みの緒につかせた といえる。

以上の結果は,清 酒 の地方産地である会津若松

の事例 の検討によって得 られたものであるが,こ

の中には我が国の清酒産地の構造及び産地変動の

実態 を見 る場合の資本 の性格規定についてい くつ

かの重要な知見がある と考 える。すなわち,現 在

の産地構造の形成 と存続形態を見 る場合,産 地内

の構造が歴史的に形成 された産地内における上位

層の役割が重要だ ということである。酒造体制 と

い う権力装置における構成要素 としての酒造組合

の行動原理が,現 在で も本稿 のような集団的生産

体制の維持装置 として機能 しているお り,こ のよ

うな確執が存在 しない産地,と りわけ,一 部の本

格焼酎業地域 では比較的 自由な生産活動が可能で

(八久保1986,1996,1998),自 由な企業行動が

見 られる可能性がある。ただ,本 稿 の始めに示 し

たように,こ の ような一見非合理 な企業行動が清

酒生産の地域的構造を温存 し,全 国各地において

非経済合理的な生産を継続 させている要因とも考

え られ,そ れによって,地 域の独 自な清酒生産が

基礎づけ られているとい う面 は看過で きないので

ある。

付 記

本論文の作成にあたって,会 津若松市此花酒造

株式会社の河野俊輔氏 には史料の閲覧など大変お

世話 になった。 また,会 津若松酒造組合および多

くの酒造企業の方々には聞 き取 り調査 に応 じてい

ただいた。記 して感謝 申し上げます。併せて本稿

を此花酒造株式会社先代故河野光子博士 に献呈 申

し上 げます。

注 記

1)会 津酒造組合では昭和18(1943)年,「 企業整備要

綱」 により,「税務所或いは組合単位の会社組織」

を選択,組 合員の生産設備を操業工場,廃 止工場 に

分類することを決めた。ただ,新 会社の創設方式 に

対 して企業整備委員を出している業者間で も意思統
一がで きず ,訴 訟沙汰になるほどであった。それで

も結果的には戦時の統制体制は遂行され,原 案通 り

の処分 となった。このことは長 らく産地内の協調体
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制遂行上の解決すべ き懸案として残存 してきた。

2)戦 時統制期における企業整備の全国的な遂行過程に

ついては,日 本酒造組合中央会 「酒造組合中央会史」

を参照されたい。

3)会 津若松産地に限らず,現 存する酒造企業に企業整

備についてその詳細 を聞き取るのは困難である。た

だ,後 年まとめられた各酒造組合の座談会の記録な

どは有益である。例 えば会津酒造組合(1987)の

『会津酒の歴史』には,整 備委員であった方々の話

が直接本人か ら話 されている。本論文の資料的な根

拠 となった ものの中には,本 文に直接反映で きない

史料 もあるが,史 料の性格上,公 にできない。今後

の実証研究で示 していきたい。

山 田 昭 次(1961)「 明 治10年 代 に お け る 明 治 政 権 と 酒 造

業 者 の 動 向 一 酒 屋 会 議 小 論 」 『歴 史 評 論 』 第ll8号 。

山 中 進(1979)「 秋 田 県 湯 沢 市 に お け る 酒 造 業 ・製 材 工

業 の 地 域 的 展 開(明 治 期 ～ 昭 和 初 期)」 東 北 地 理

31-3,147-1550

Yokota(1975):TheLocationoftheSakeBrewingIndustryin

Japan-HistricalBackgroundandRecentTrend.

GeographicalReport'sofTokyoMetropolitanUniversty

No.10.

文 献

八久保厚志(1984)「 近代酒造資本の形成期についての
一資料」法政大学地理学集報13

,25-31。

入久保厚志(1986)「 明治期 における熊本県酒造業の展

開一近代酒造業の基本的性格に関連 して」一法政地

理14,57-68。

八久保厚志(1988)「 近代酒造業の類型化についての一一

試論一会津酒造業の事例」法政大学大学院紀要20。

八久保厚志(1994)「 大正期 における会津酒造業の市場

展開一東京市場進出過程を中心 に一」経済地理学年

報40-2,35-51。

八久保厚志(1996)「 球磨焼酎産地の形成 と市場変化一

近在型工業の成長 と存立基盤変化一」法政地理24,

36-sao

八久保厚志(1998)「 焼酎産地の形成 と企業行動」法政

地理28,ll-27Q

八久保厚志(2003)「 戦前期朝鮮 ・台湾 における邦人酒

造業の展開」神奈川大学人文学研究所,人 文学研究

所報No.36,13-24。

八久保厚志(2004)「 わが国における伝統的酒造業の革

新 と持続的成長」神奈川大学人文学研究所,人 文学

研究所報No.37,77-85。

青木隆治(1997)「 近世 ・近代における埼玉県清酒業の

形成過程」経済地理学年報43,1-17。

長倉保(1961)「 明治10年 代における酒造業の動向一酒

屋会議をめぐって」 『歴史評論』第126号 。

藤原隆男(1988)「 再編期 における酒造業経営の展開」

東敏雄 ・丹野清秋 『近代 日本社会発展史論』ぺ りか

ん社,134-135。

藤原隆男(1983)「 明治末期 における酒造体制」岩手大

学研究年報(経 済学)44-4,67-79。

藤原隆男(1985)「 酒造検査制度成立の歴史的意義」酒

史研究2,23-45。

松井久美枝(1980)「 伏見酒造業の展開一19世 紀中期 よ

り20世 紀初期にかけて」研究年報(奈 良女子大学)

23,77-1pOo

松田松男(1999)『 戦後 日本における酒造出稼ぎの変貌』

古今書院。

32


